






























































測 量 委 託 共 通 仕 様 書

第１条 適用範囲

１． この共通仕様書は､明石市都市局道路安全室が実施する測量委託に適用する。

２． 設計図書および特記仕様書に記載された事項は、この仕様書に優先するものとする。

第２条 作業実施

測量作業は､兵庫県の定める公共測量作業規程および同規定に係る運用基準（以下「規程」とい

う。）により実施するものとする。

第３条 用語の定義

 監督員、指示、承諾、協議、設計図書とは次の定義による。

(１) 監 督 員 主任監督員、監督員を総称していう。

(２) 指  示 発注者側の発議により監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に   

関する方針、基準、計画などを示し実施させることをいう。

(３) 承  諾 受注者側の申し出た事項に対して監督員が了解することをいう。

(４) 協  議 監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。

(５) 設計図書 金抜設計書、本仕様書及び特記仕様書をいう。

第４条 疑  義

 受注者は､測量作業実施にあたり仕様書および設計図書等に疑義を生じた場合は、監督員と協議

のうえ実施するものとする。

第５条 測量の基準

 この測量に使用する測量の基準は「規程」第２条に規定するもの､又は、監督員の指示によるも

のとする。

第６条 支給材料および貸与

1. 受注者は支給材料および貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にそ

の残高を明らかにしておかなければならない。

2. 受注者は､作業完了時には支給物品清算書をすみやかに監督員に提出しなければならない。

第７条 作業確認

 受注者は、主要な測量作業段階のうち特記仕様書またはあらかじめ監督員の指示した箇所につ

いては､監督員の承諾を得なければ次の作業を進めてはならない。

第８条 検  査

 受注者は既済部検査および完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品並びに関係資料等を

備えておくものとし主任技術者が立会のうえ検査を受けなければならない。

第９条 作業管理

１. 受注者は､作業実施にあたり関係法規を遵守し、常に善良なる管理を行なわなければならない。

２. 測量現場が隣接し、または同一場所において実施する別途測量がある場合には常に相互協調

するとともに成果の照合を行なわなければならない。

３. 受注者は､測量実施にあたり水陸交通の妨害または､公衆に迷惑をおよぼさないよう努めなけ

ればならない。

４. 受注者は､測量作業中安全に留意しなければならない。

第 10 条 土地の立入

１. 受注者は､測量実施にあたり国、公有または私有の土地に立入る場合は関係法令に規定する身

分証明書を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。



２. 受注者は､測量実施にあたり宅地または、かき、さく等で囲まれた土地に立入る場合は、あら

かじめ占有者に通知しなければならない。

 ただし､占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは監督員と協議するも

のとする。

第 11 条 土地の使用等

 受注者は植物、かき、もしくはさく等の伐除または土地もしくは工作物を一時使用する場合は、

所有者または占有者の承諾を得て行うものとする。この場合に生じた損失は、特記仕様書に示す

他は原則として受注者が補償するものとする。

第 12 条 関係行政機関その他への手続き

１. 受注者は、測量実施のため必要な関係官公庁その他に対する諸手続きは監督員と打合せのう

え受注者において迅速に処理しなければならない。

２. 受注者は、関係官公庁その他に対して交渉を要するときまたは交渉を受けたときは遅滞なく

その旨を監督員に申し出て協議するものとする。

第 13 条 提出書類

１. 受注者は、特記仕様書及び監督員の指定する書類の他、別に示す様式により、契約後、関係

提出書類を監督員を経て、遅滞なく提出しなければならない。

２. 指示、承諾、および協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。

第 14 条 成 果 品

１. 成果品は「規程」に定めるものの他、特記仕様書によるものを提出するものとする。

２. 成果品はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与、使用しては

ならない。

第 15 条 再 測 量

 受注者は、作業完了後３年以内に測量成果に誤りが発見された場合は、発注者の指示により受

注者の負担においてただちに再測量を行い、その誤りを訂正するものとする。また、工事施工前

に分割点の位置に一時標識が不明または亡失した場合は、工事施工の際、立会すること。

第 16 条 境界立会い

１．受注者は、関係人の立会いを得た場合は、筆界確定書または実測平面図に確認を

行ったものの署名押印を求めるものとする。

  なお、各境界点に略図で横断図にその位置を図示するものとし、必要に応じて筆界点と近傍

の恒久目的物との距離、角度等の位置関係を記載するものとする。

２．受注者は、前項の確認が得られた場合は、速やかに発注者に報告するものとし、確認が得ら

れない場合は、発注者の指示を受けるものとする。

第 17 条 対面同意

国土調査図、字限図等の公図と現状とが違う場合若しくは狭水路等の場合又は発注者が指示す

る箇所については、対面同意を得るものとする。

第 18 条 地積測量図

  地積測量図及び土地所在図は、地積測量図等作成要領により作成するものとする。

第 19 条 進捗状況の報告

  受注者は、作業実施状況を適時報告すること。



測 量 委 託 特 記 仕 様 書

１．特記仕様書の適用範囲

この仕様書は、「測量委託共通仕様書」の第 1 条 2 に定める特記仕様書とし、両仕様書に記載さ

れていない事項は、兵庫県土木設計業務等委託必携（最新版）によるものとする。 

２．業務目的

本業務は、過年度にて取得済の江井ヶ島松陰新田線用地（市有地）について、隣接する官民有地

等との境界確認を行うものである。 

３．工期

契約工期については、令和 9年 3月 31 日までである。 

４．業務の対象

（１） 提出書類

・受注者は、以下に示す書類を提出期限内に提出しなければならない。なお、書類の様式

は明石市工事検査課ホームページよりダウンロードできる。

 ①着手届      ・・・契約締結後 15 日以内（休日等を除く）

 ②管理技術者経歴書 ・・・契約締結後速やかに

 ③業務計画書    ・・・契約締結後 14 日以内（休日等を含む）

 ④業務完了報告書 ・・・完了時

・指示、承諾、および協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。

（２） 成果品

    受注者は、測量完了後、次に掲げるものを提出しなければならない。

業務区分 成果物の名称 備考

用地測量

公図等転写 公図等転写図

公図等転写連続図作成 公図等転写連続図

土地の登記記録調査 土地調査表

権利者確認調査

（当初調査）

権利者調査表

戸籍簿等調査表

法人登記簿又は商業登記簿等調査表

境界確認 立会人名簿

立会依頼通知書

土地境界確認書作成 土地境界確認書

補助基準点の設置 基準点成果表

基準点網図

観測手簿

計算簿

基準点精度管理表

点の記



境界測量 基準点一覧表（使用部分）

境界測量観測手簿

境界点間測量 境界測量精度管理表

用地境界仮杭設置 杭設置箇所表示図

用地実測図原図作成 用地実測図原図

用地実測図原図精度管理表

用地平面図

用地平面図精度管理表

面積計算 面積計算書

復元測量 復元箇所位置図

復元箇所座標又は観測手簿

公共用地確定協議

現況実測平面図作成 現況実測平面図

横断図作成 横断図

依頼書作成 公共用地境界確定協議依頼書

転写図

地図の連続図

土地の登記記録

位置図

協議書作成 公共用地境界確定書

その他 土地境界確認説明記録簿

― その他関係書類

（３） その他

①成果品はすべて発注者の所有とし、発注者の承諾を受けないで他に公表、貸与、使用し

てはならない。

②用紙、様式等については監督員の承諾を得なければならない。

③受注者は成果提出前に、その成果を十分照査し、成果品は登記後、１ヶ月以内に提出し

なければならない。

④成果品に誤りが発見された場合は、発注者の指示により受注者の責任においてただちに

その誤りを訂正するものとする。

⑤業務計画書において、兵庫県土木設計業務等委託必携（令和 2年 10 月）1.測量業務共

通仕様書 第 113 条業務計画書に示される事項に基づいて記載するものとする。 

５．用地調査

 ①受注者は、関係人の立会いを得たときは、筆界確認書等に確認を行った者の署名押印を求める

ものとする。なお、各境界点毎に略図で横断面図にその位置を図示するものとし、必要に応じ

て筆界点と近傍の恒久的地物との距離、角度等の位置関係を記載するものとする。

 ②受注者は、前項の確認が得られた場合は、監督員の指示を受けるものとする。

 ③一筆の土地の筆界上の屈曲点間の実測の辺長を丈量図に記載するものとする。

６．注意事項

・本業務は、出来高数量による設計変更を行う。



単　位 数　量 摘　要
用地測量

作業計画 1

現地踏査 1 耕地

公図等の転写 0.67 +1.73 +0.27 2.67 耕地 

地積測量図転写 0.67 +1.73 +0.27 2.67 耕地 

土地登記記録調査 0.67 +1.73 +0.27 2.67 耕地 

権利者確認調査（当初） 1.73 1.73 耕地 
②隣接地のみ

公図等転写連続図作成 0.67 +1.73 +0.27 2.67

復元測量 0.67 0.67 耕地 

境界確認 0.67 0.67 耕地 

土地境界確認書作成 0.67 0.67 耕地 

補助基準点の設置 0.67 0.67 耕地 

　数　量　総　括　表（1／2)

江井ヶ島松陰新田線（松陰工区）用地測量業務委託

名　　　称

万㎡

業務

業務

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡



単　位 数　量 摘　要
境界測量 0.67 0.67 耕地 

用地境界仮杭設置 0.67 0.67 耕地 

境界点間測量 0.67 0.67 耕地 

面積計算 0.67 0.67 耕地 

用地実測図原図作成 0.67 0.67 縮尺1/500

用地平面図作成 0.67 0.67 縮尺1/500

公共用地確定協議 官官境界協定のみ

公共用地管理者との打合せ 1

横断面図作成 0.02 0.02 耕地 

依頼書作成 0.02 0.02

協議書作成 0.02 0.02

打合せ

打合せ 1 中間打合せ3回

　数　量　総　括　表（2／2)

江井ヶ島松陰新田線（松陰工区）用地測量業務委託

名　　　称

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

万㎡

業務

業務

km

km

km



江井ヶ島松陰新田線（松陰工区）用地測量業務委託

①対象地 ②隣接地 ③隣接地（道路内市有地）

設
計
数
量

0.67 (万㎡)

設
計
数
量

1.73 (万㎡)

設
計
数
量

0.27 (万㎡)

1 大久保町松陰字源太池 303-19 155.00 1 大久保町松陰字源太池 303-1 372.00 1 大久保町松陰字源太池 303-17 188.00
2 大久保町松陰字源太池 303-20 6.52 2 大久保町松陰字源太池 303-8 185.00 2 大久保町松陰字源太池 303-22 26.00
3 大久保町松陰字源太池 303-21 0.75 3 大久保町松陰字源太池 303-9 334.00 3 大久保町松陰字源太池 303-24 3.40
4 大久保町松陰字源太池 303-23 117.00 4 大久保町松陰字源太池 303-12 452.00 4 大久保町松陰字源太池 303-25 45.00
5 大久保町松陰字源太池 303-26 214.00 5 大久保町松陰字源太池 303-13 164.00 5 大久保町松陰字源太池 303-28 27.00
6 大久保町松陰字源太池 303-27 173.00 6 大久保町松陰字源太池 303-14 561.00 6 大久保町松陰字源太池 303-31 148.00
7 大久保町松陰字源太池 303-29 88.00 7 大久保町松陰字源太池 303-15 70.00 7 大久保町松陰字源太池 305-4 128.00
8 大久保町松陰字源太池 303-30 306.00 8 大久保町松陰字源太池 303-16 130.00 8 大久保町松陰字源太池 309-3 150.00
9 大久保町松陰字源太池 303-32 239.00 9 大久保町松陰字源太池 303-18 205.00 9 大久保町松陰字源太池 318-3 49.00
10 大久保町松陰字源太池 305-3 265.00 10 大久保町松陰字源太池 303-34 186.00 10 大久保町松陰字源太池 318-4 21.00
11 大久保町松陰字源太池 305-5 264.00 11 大久保町松陰字源太池 305-1 905.00 11 大久保町松陰字源太池 320-3 107.00
12 大久保町松陰字源太池 308-2 80.00 12 大久保町松陰字源太池 305-2 37.00 12 大久保町松陰字源太池 321-3 77.00
13 大久保町松陰字源太池 309-2 247.00 13 大久保町松陰字源太池 305-6 242.22 13 大久保町松陰字源太池 322-3 144.00
14 大久保町松陰字源太池 309-4 278.00 14 大久保町松陰字源太池 308-1 915.00 14 大久保町松陰字源太池 323-3 3.24
15 大久保町松陰字源太池 315-2 2.24 15 大久保町松陰字源太池 309-1 771.00 15 大久保町松陰字雜菜池 374-3 95.00
16 大久保町松陰字源太池 316-2 40.00 16 大久保町松陰字源太池 309-5 51.00 16 大久保町大窪字皿池ノ内 2382-2 414.00
17 大久保町松陰字源太池 318-2 137.00 17 大久保町松陰字源太池 315-1 1294.00 17 大久保町大窪字皿池ノ内 2382-3 220.00
18 大久保町松陰字源太池 319-2 532.00 18 大久保町松陰字源太池 316-1 1174.00 18 大久保町大窪字皿池ノ内 2386-2 48.00
19 大久保町松陰字源太池 320-2 224.00 19 大久保町松陰字源太池 318-1 467.76 19 大久保町大窪字皿池ノ内 2386-3 86.00
20 大久保町松陰字源太池 320-4 222.00 20 大久保町松陰字源太池 319-1 73.00 20 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-2 169.00
21 大久保町松陰字源太池 321-2 61.00 21 大久保町松陰字源太池 319-3 153.00 21 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-3 90.00
22 大久保町松陰字源太池 321-4 252.00 22 大久保町松陰字源太池 320-1 538.00 22 大久保町大窪字皿池ノ内 2401-5 28.00
23 大久保町松陰字源太池 322-2 325.00 23 大久保町松陰字源太池 320-5 169.00 23 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-5 308.00
24 大久保町松陰字源太池 322-4 130.00 24 大久保町松陰字源太池 321-1 442.00 24 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-6 145.00
25 大久保町松陰字源太池 323-2 154.00 25 大久保町松陰字源太池 322-1 243.00 計 2719.64
26 大久保町松陰字雜菜池 374-2 193.00 26 大久保町松陰字源太池 322-5 1.34
27 大久保町松陰字雜菜池 374-4 197.00 27 大久保町松陰字源太池 322-6 76.00
28 大久保町松陰新田字川西 464-2 446.00 28 大久保町松陰字源太池 322-7 178.00
29 大久保町松陰新田字川西 465-2 148.00 29 大久保町松陰字源太池 323-1 500.00
30 大久保町大窪字皿池ノ内 2380-2 203.00 30 大久保町松陰字源太池 324-1 446.00
31 大久保町大窪字皿池ノ内 2382-4 268.00 31 大久保町松陰字源太池 324-3 473.52
32 大久保町大窪字皿池ノ内 2382-7 48.00 32 大久保町松陰字雑菜池 374-1 221.00
33 大久保町大窪字皿池ノ内 2386-4 197.00 33 大久保町松陰字雑菜池 374-5 271.00
34 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-4 190.00 34 大久保町松陰新田字川西 463-1 298.00
35 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-7 6.50 35 大久保町松陰新田字川西 464-1 133.00
36 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-8 2.94 36 大久保町松陰新田字川西 464-3 212.00
37 大久保町大窪字皿池ノ内 2388-4 17.00 37 大久保町松陰新田字川西 465-1 909.00
38 大久保町大窪字皿池ノ内 2388-5 2.94 38 大久保町大窪字皿池ノ内 2380-1 663.00
39 大久保町大窪字皿池ノ内 2389-2 1.87 39 大久保町大窪字皿池ノ内 2382-1 332.00
40 大久保町大窪字皿池ノ内 2401-8 9.76 40 大久保町大窪字皿池ノ内 2382-5 18.00
41 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-7 279.00 41 大久保町大窪字皿池ノ内 2386-1 396.00
42 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-10 13.00 42 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-1 238.00
43 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-11 1.14 43 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-5 4.50
44 大久保町大窪字皿池ノ内 2405-4 34.00 44 大久保町大窪字皿池ノ内 2387-6 9.06
計 6770.66 45 大久保町大窪字皿池ノ内 2388-1 277.00

46 大久保町大窪字皿池ノ内 2388-3 59.00
47 大久保町大窪字皿池ノ内 2389-1 212.00
48 大久保町大窪字皿池ノ内 2389-3 482.18
49 大久保町大窪字皿池ノ内 2401-1 432.00
50 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-1 37.00
51 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-8 14.00
52 大久保町大窪字皿池ノ内 2402-9 5.35
53 大久保町大窪字皿池ノ内 2405-1 298.00
54 大久保町大窪字皿池ノ内 2405-5 16.00
計 17345.93
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